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尼崎市情報公開及び個人情報保護制度 

の運用状況（令和３年度実績） 

 

１ 情報公開制度 

(1) 開示請求件数及び処理状況 

令和３年度の公文書開示請求の件数は合計４８４件で、前年度の５０５件から２１件減少し

た。 

なお、下表中「その他」の２５件は、請求受付後取り下げられたものが２３件、存否応答拒

否が２件である。また、不開示として処理された４７件のうち４３件は文書不存在のためであ

る。 
 

 

  年 度 

 
 

 

 

  区 分 

 
 

 

 

請求件数 

 
 

 

処   理   状   況 
 

 

開  示 
 

 

部分開示 
 

 

  不開示 
 

 

  その他 
 

 

 

 平成元～30 

 年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

７，４３４ 

 

２，５２０ 

 

３，９８８ 

 

６５１ 

 

２７５ 

 

閲覧申出 
 

 

１１０  
 

 

５５  
 

 

３２  
 

 

１３  
 

 

１０ 
 

 

計 
 

 

７，５４４ 

 

２，５７５ 

 

４，０２０ 

 

６６４ 

 

２８５ 

 

 

 

令和元年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

４２４ 
 

 

９８  
 

 

２７７  
 

 

３４  
 

 

１５ 
 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

４２４  
 

 

９８  
 

 

２７７  
 

 

３４  
 

 

１５ 
 

 

 

 

令和2年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

５０５ 
 

 

１２２ 
 

 

３１９ 
 

 

４２ 
 

 

２２ 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

５０５ 
 

 

１２２ 
 

 

３１９ 
 

 

４２ 
 

 

２２ 

 

 

 

令和3年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

４８４ 
 

１０１  
 

 

３１１  
 

 

４７  
 

 

２５  
 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

４８４ 

 

１０１  
 

 

３１１  
 

 

４７  
 

 

２５  
 

 

 

 

計 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

８，８４７   

 

２，８４１  
 

 

４，８９５ 
 

７７４ ３３７ 

 

閲覧申出 
 

 

１１０  
 

 

５５  
 

 

３２  
 

 

１３  
 

 

１０ 
 

 

計 
 

８，９５７ ２，８９６ ４，９２７ ７８７ ３４７ 
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 (2) 実施機関別件数 

公文書開示請求の実施機関別件数は次のとおりである。 
 

実 施 機 関 
 

 

     請 求 
 

 

  議   会 
 

 

１(１) 
 

 

  市   長 
 

 

４１９（４１８) 
 

 

教育委員会 

 

２１ (４１) 
 

 

選挙管理委員会 

 

 ２ (１) 
 

 

公平委員会 
 

 

０ (０) 
 

 

監査委員 
 

 

 １(３) 
 

 

農業委員会 
 

 

 ０ (０) 
 

  

固定資産評価審査委員会 

 

    ２ (０) 
 

 

公営企業管理者 
 

 

１６ (２０) 
 

 

消防長 

 

 １９ (２０) 
 

  

指定管理者 
 

 

 ３ (１) 
 

 

尼崎市土地開発公社 
 

 

 ０ (０) 
 

合   計 ４８４ (５０５) 

※（ ）内は前年度件数 
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２ 個人情報保護制度 

(1) 保有個人情報開示請求件数及び処理状況 

令和３年度の保有個人情報開示請求は合計１３２件で、前年度の１０４件から２８件増加し

た。 

なお、下表中「その他」の１件は、請求受付後取り下げられたものである。また、不開示と

して処理された１７件のうち１６件は文書不存在のためである。 
 

 

年     度 

 
 

 

 

  請求件数  

 
 

 

   処    理    状    況  
 

 

 開  示 
 

 

 部分開示 
 

 

不開示 
 

 

その他 
 

 

   平成元～３０年度  
 

 

１，２４８ 
 

 

５７８  
 

 

４２８ 
 

 

１７５ 
 

 

６７ 
 

 

   令和元年度    
 

 

１１４ 

 

３２ 

 

６５ 

 

 

１６ 

 

 

１ 

 
 

   令和２年度    
 

 

１０４ 

 

２４ 

 

 

６１ 

 

 

１４ 

 

 

５ 

 
 

   令和３年度    
 

 

１３２ 

 

４４ 

 

 

７０ 

 

１７ 

 

 

１ 

 
 

計 
 

１，５９８ ６７８ ６２４ ２２２ ７４ 
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(2) 実施機関別件数 

保有個人情報開示請求の実施機関別件数は次のとおりである。 
 

実 施 機 関 
 

 

     請 求 
 

 

  議   会 
 

 

 ０(０) 
 

 

  市   長 
 

 

１１９(９１) 
 

 

教育委員会 

 

 ４(７) 
 

 

選挙管理委員会 

 

  ０(０) 
 

 

公平委員会 
 

 

  ０(０) 
 

 

監査委員 
 

 

  １(１) 
 

 

農業委員会 
 

 

  １(０) 
 

  

固定資産評価審査委員会 

 

     ０(０) 
 

 

公営企業管理者 
 

 

  ０(０) 

 

消防長 

 

  ３(３) 
 

  

指定管理者 
 

 

  ３(２) 
 

 

尼崎市土地開発公社 
 

 

  １(０) 
 

合   計  １３２(１０４) 

※（ ）内は前年度件数 

 

(3) 保有個人情報訂正、利用停止請求件数及び処理状況 

令和３年度の保有個人情報訂正、利用停止請求については０件であった。 
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 (4) 目的外利用状況  

令和３年度の目的外利用状況は１５７件となっている。目的外利用の基準別では、尼崎市個

人情報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で

保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当

な理由があると認められるとき」が多かった。 

 
 

 

  年   度 
 
 

 

 

  総  数 
 
 

 

目 的 外 利 用 の 基 準 
 
 

 法   令 
 

 

本人同意 
 

 

  事務事業 
 

 

 審査委員会 
 

 

  令和３年度 
 

 

１５７ 
 

１１ 

 

２２  
 

 

１２４  
 

 

０ 
 

 

 (5) 外部提供状況  

令和３年度の外部提供状況は１４３件となっており、外部提供の基準別では、尼崎市個人情

報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共

団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供

を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用

し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき」が多か

った。 
 

 

 
  年   度 
 
 

 

 
 総 数 
 
 

 

外 部 提 供 の 基 準 
 

 

 法 令 
 

 

本人同意 
 

 

事務事業 
 

 

 統 計 
 

 

本人利益 

 

審査委員会 

 

 

  令和３年度 
 

 

 

１４３  
 

 

 

１１  
 

 

 

１６ 
 

 

 

１０９  
 

 

 

０ 
 

 

 

６ 
 

 

 

１ 
 

 

(6) 個人情報利用業務の届出状況 

令和３年度の尼崎市個人情報保護条例第１０条に基づく個人情報利用業務の届出は下記のと

おりであった。 

 
 

  総     数 
 

 

  開     始 
 

 

  変     更 
 

 

  廃     止 
 

 

３ 
 

 

１ 
 

 

１ 
 

 

１ 
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３ 審査請求に係る諮問・答申の状況 

(1)  行政不服審査法改正前（平成元～２８年度）の実績 

 

 

年   度 
 
 
 

  異議申立て 
  

諮  問  ・  答  申 

 

 諮 問 

 件 数 
 

 

 諮問の 

 取下げ 
 

 

答 申 件 数  

 申 立 

 件 数 

 

 却下等 

 の件数 

 

 認 容 
 

 

 一 部 
 

 

 棄 却 
 

 

  計 
 

 

平成元～２８年度 

 

  １１５   
 

 

７  
 

 

１０５  
 

 

４  
 

 

９  
 

 

３３  
 

 

４１ 
 

 

８３ 
 

※「却下等の件数」には、実施機関限りで棄却した２件（平成５年度及び１８年度）を含む。 

※「諮問件数」１０５件には、異議申立てによらない「オンライン結合による提供の制限の例

外について」(平成１８年度)、「津波等一時避難場所設置拡大に係る個人情報の外部提供に

ついて」(平成２３年度) 、「保有個人情報外部提供の制限の例外について」(平成２６年

度)の３件を含む。 

※「異議申立て件数」１１５件のうち４件は平成２８年度のもので、原処分が平成２７年度中

になされたものであることから、行政不服審査法改正前の制度にて処理された。 

 

(2)  行政不服審査法改正後の状況 

平成２８年度に行政不服審査法が改正され、異議申立ては審査請求となり、審理員審査を経

て尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会へ諮問されることとなった。 

   令和３年度は、審査庁に６件の審査請求があり、諮問は２件、答申は１件行った。 

 

 

 

年   度 
 
 
 

審査請求 
  

諮  問  ・  答  申 
 

 

 諮 問 

 件 数 
 

 

審理員 
意見書 

  

 

答 申 件 数 
 

 

 申 立 

 件 数 
 

 

 取下げ

等件数 
 

 

 妥 当 
 

 

 一 部 
 

 

 取 消 
 

 

  計 
 

 

   平成29年度  
 

 

    ４   
 

 

０  
 

 

１  
 

 

棄却１ 
 

 

０  
 

 

０  
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

   平成30年度  
 

 

    ４   
 

 

３  
 

 

４  
 

 

棄却４ 
 

 

２  
 

 

０  
 

 

３ 
 

 

５ 
 

 

   令和元年度  
 

 

     ２ 

 

０  
 

 

１  
 

 

棄却１ 
 

 

０  
 

 

０  
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

   令和２年度  
 

 

     ３ 

 

０  
 

 

１  
 

 

棄却１ 
 

 

１  
 

 

０  
 

 

０ 
 

 

１ 
 

 

   令和３年度  
 

 

     ６ 

 

４  
 

 

２  
 

 

棄却１ 

取消１ 
 

 

０  
 

 

０  
 

 

１ 
 

 

１ 
 

 

計 
 

 

   １９   
 

 

７  
 

 

９  
 

 

棄却８ 

取消１ 
 

 

３  
 

 

０  
 

 

４ 
 

 

７ 
 

 

以 上   


